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まちなかウォーカブル推進事業 都市局

論　点

①ポストコロナにおける職住遊が融合した多様な働き方・暮らし方に対応するためには、どの
ようなウォーカブル空間の形成を推進するべきか。

②コンパクト・プラス・ネットワークの推進の観点から、多様な働き方・暮らし方に対応する
ウォーカブル空間の整備をどういった地域で促進していくべきか。

③より一層の官民連携を促進させ、事業の効果を増大させるため、多様な主体の参画を促す
にはどうすればよいか。

事業についての論点等

＜目的＞
　「まちなかウォーカブル推進事業」は、都市・居住機能の集積が進むまちなかにおいて、まち
のエンジンとなる内外の人材を惹きつけ、車中心から人中心の豊かな生活の場の創出に向
け、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの推進を目的とする。

＜事業概要＞
　まちなかウォーカブル区域（市区町村が設定する概ね1km程度の歩ける範囲のエリア）にお
いて、都道府県及び民間事業者等を対象に、街路の広場化や公共空間の芝生化等のウォー
カブルな空間整備、沿道施設の１階部分の開放によるアイレベルの刷新、社会実験の実施や
デザイン検討などによる滞在環境の向上、外観の修景整備や建物内の公共空間整備など、
賑わいあふれる「居心地が良く歩きたくなる」空間整備に資する取組を重点的・一体的に支援
する（補助率：１／２）。

事業の背景・目的等


